
お
知
ら
せ

固
定
資
産
税
縦
覧
期
間
の
延
長

問	

本
庁
舎
固
定
資
産
税
課

	

０
８
５
７-

30-

８
１
５
６

	

０
８
５
７-

20-

３
９
２
０

　

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
期

間
を
７
月
31
日
（
金
）
ま
で
延
長
し
ま
す
。

時
７
月
31
日
（
金
）
ま
で
８:

30
～
17:

15

（
土
・
日
・
祝
休
日
を
除
く
）　

所
本
庁
舎

6 月福　
祉

長
寿
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問	

本
庁
舎
長
寿
社
会
課

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
１
（
①
）

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
２
（
②
）

	

０
８
５
７-

30-

８
２
１
３
（
③
・
④
）

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

問	

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

	

14
ペ
ー
ジ
）

問	

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（

	

14
ペ
ー
ジ
）

【
①
軽
度
家
事
援
助
事
業
】

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
が
、
本
人

ま
た
は
介
護
者
の
ケ
ガ
や
病
気
な
ど
に
よ
っ

て
一
時
的
な
生
活
支
援
が
必
要
な
場
合
、
家

事
援
助
員
を
派
遣
。
※
要
介
護
・
要
支
援
認

定
後
は
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
で
対
応
で
き

な
い
部
分
の
援
助
に
限
定
。	

容
掃
除
・
洗

濯
・
炊
事
な
ど
簡
易
な
日
常
生
活
の
援
助　

対
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
市
民
税
非
課
税

世
帯
の
高
齢
者　

料
30
分
あ
た
り
80
円

（
11
時
間
以
内
／
月
）

【
②
高
齢
者
住
宅
改
修
費
の
助
成
な
ど
】

対
▽
（1）
介
護
保
険
住
宅
改
修
費
の
支
給
：

介
護
保
険
の
「
要
支
援
」「
要
介
護
」
認
定

者　

▽
（2）
高
齢
者
居
住
環
境
整
備
費
の
助

成
：
（1）
に
該
当
す
る
者
で
、
本
人
お
よ
び
同

一
住
所
を
有
す
る
者
全
員
が
市
民
税
非
課
税

※
（1）
・
（2）
は
併
用
可
（
（1）
を
優
先
）。	

容
手

す
り
の
取
付
け
、
段
差
の
解
消
、
滑
り
防
止

の
た
め
の
床
材
変
更
、
引
き
戸
な
ど
へ
の
扉

の
取
替
え
、
和
式
便
器
か
ら
洋
式
便
器
へ
の

取
替
え
な
ど　

※
新
築
・
増
築
の
場
合
は
対

象
外　

額
▽
（1）
介
護
保
険
住
宅
改
修
費
の

対
象
工
事
費
（
上
限
20
万
円
）
の
７
割
～
９

割　

▽
（2）
高
齢
者
居
住
環
境
整
備
費
の
対
象

工
事
費
（
上
限
80
万
円
）
の
う
ち
、
20
万
円

ま
で
は
３
分
の
２
、
20
万
円
超
～
80
万
円
ま

で
は
２
分
の
１
を
乗
じ
た
額
（
最
高

43
万
３
千
円
）　

※
工
事
着
工
前
に
申
請
が

必
要
（
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
）

【
③
お
れ
ん
じ
ド
ア
と
っ
と
り
】

時
６
月
25
日
（
木
）
10:

00
～
12:

00

所
渡
辺
病
院
南
館
１
階　

容
認
知
症
の
当

事
者
に
よ
る
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
で
、
認
知
症
と

共
に
新
た
な
暮
ら
し
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
ょ

う
。	

料
無
料　

※
要
予
約

【
④
認
知
症
介
護
家
族
の
集
い
】

時
６
月
12
日
（
金
）
10:

00
～
12:

00

所
麒
麟
Ｓ
ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｅ
（
鳥
取
市
民
交
流

セ
ン
タ
ー
）
２
階
多
目
的
室
３　

容
認
知

症
の
本
人
も
家
族
も
希
望
を
持
っ
て
暮
ら
せ

る
よ
う
、
情
報
交
換
を
し
な
が
ら
交
流
を
す

る
場　

料
無
料

　

認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
各
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
や
次
の
各
セ
ン
タ
ー
で
も
受
け

て
い
ま
す
。

問
認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
認
知
症
の

人
と
家
族
の
会
鳥
取
県
支
部
）

　

毎
週
月
～
金　

10:

00
～
18:

00

	

０
８
５
９-

37-	

６
６
１
１

問	

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー（
渡
辺
病
院
）

	

０
８
５
７-

39-	

１
１
５
１

高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人
の
た

め
の
増
改
築
資
金
の
貸
し
付
け

問	

本
庁
舎
長
寿
社
会
課

	
０
８
５
７-

30-

８
２
１
１

	
０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

問	

本
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-
30-

８
２
１
７

	

０
８
５
７-
20-
３
９
０
７

容
高
齢
者
、
障
が
い
の
あ
る
人
が
使
用
す

る
専
用
居
室
、
浴
室
、
台
所
、
ト
イ
レ
、
廊

下
な
ど
の
増
改
築　

対
▽
60
歳
以
上
の
高

齢
者
と
同
居
し
て
い
る
60
歳
未
満
の
人　

▽

60
歳
未
満
で
身
体
障
害
者
手
帳
1
～
4
級
・

療
育
手
帳
Ａ
を
所
持
し
て
い
る
人
ま
た
は
そ

の
人
と
同
居
し
て
い
る
人　

額
50
万
円
～

２
５
０
万
円
、
金
利
０
．
０
１
㌫
（
変
動
す

る
場
合
あ
り
）
で
、
償
還
期
間
は
10
年
以
内

（
貸
付
額
に
応
じ
て
変
動
）
た
だ
し
予
算
に

上
限
あ
り
。

※
連
帯
保
証
人
が
2
人
必
要
。
工
事
着
工
前

に
申
請
が
必
要
。

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
費

の
助
成

問	

本
庁
舎
保
険
年
金
課

	

０
８
５
７-

30-

８
２
２
５

	

０
８
５
７-

20-

３
９
０
６

問	

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

	

14
ペ
ー
ジ
）

対
75
歳
以
上
の
人
ま
た
は
65
歳
以
上
の
後

期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
、
所
得
税
お

よ
び
市
民
税
が
非
課
税
か
つ
後
期
高
齢
者
医

療
の
保
険
料
が
納
付
済
の
人　

額
１
回
あ

た
り
千
円
の
助
成
券
を
最
大
12
枚
ま
で
発

行
。
助
成
券
の
有
効
期
限
は
令
和
３
年
５
月

31
日　

持
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
代

理
の
場
合
は
、
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
の
提
示
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
）　

受
６
月
１
日
（
月
）
～　

※
７
月

以
降
は
申
請
月
に
よ
り
発
行
す
る
助
成
券
枚

数
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

鳥
取
市
精
神
障
が
い
者
家
族
会

問	

鳥
取
市
精
神
障
が
い
者
家
族
会
事
務
局

（
心
の
健
康
支
援
室
内
）

	

０
８
５
７-

22-

５
６
１
６

	

０
８
５
７-

20-

３
９
６
２

活
動
の
３
本
の
柱

●
日
ご
ろ
の
悩
み
を
話
し
合
う
気
楽
な
話
し

合
い
の
会
を
開
催

●「
定
例
会
」
で
は
、
家
族
の
対
応
の
仕
方
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
つ
い
て
の
ミ
ニ
学

習
会
や
研
修
会
を
開
催
。

●
本
人
・
家
族
が
安
心
し
て
生
活
し
て
い
け

る
た
め
の
啓
発
活
動
や
課
題
に
対
す
る
要

望
活
動
を
実
施
。

【
家
族
に
よ
る
家
族
教
室
】

時
７
月
１
日
、
９
月
２
日
、
11
月
４
日
、

　
と
っ
と
り
市
報
６
月
号
に
掲
載
し
て
い

る
記
事
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
防
止
た
め
、
内
容
が
変
更
と
な
っ

て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
最
新
の
情
報
は
、本
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
、
各
問
合
せ
先
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

募　
集

新
規
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
設
置
事
業

問	

本
庁
舎
道
路
課

	

０
８
５
７-

30-
８
３
５
１

	

０
８
５
７-

20-

３
９
５
６

　

令
和
3
年
度
に
新
規
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
設
置

を
希
望
さ
れ
る
町
内
会
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
設
置
申
込
書
を
各
町
内
会
へ
配
布
し
ま

す
の
で
、
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
道
路
課
ま

た
は
お
住
い
の
地
域
の
総
合
支
所
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。	

募
８
月
31
日
（
月
）

必
着

年金生活者支援給付
金をご存じですか?
問	鳥取年金事務所		 	0857-27-8311
問	本庁舎保険年金課
	0857-30-8224		 	0857-20-3906

　年金生活者支援給付金は、令和元年 10月の消
費税率引き上げに伴い、公的年金などの収入や
その他の所得額が一定基準以下の年金受給者の
生活を支援するために、年金に上乗せして支給
されるものです。
　給付金の支払いは、年金と同じ受取口座に、
原則 2カ月分を翌々月の中旬に年金とは別途振
り込まれます。請求した月の翌月分からの支払
いになりますので、以下の受給要件に該当する
人は、お早めに請求手続きをしてください。
※受給要件をすべて満たしている人が対象。
◆老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金の
受給要件
① 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
②請求される人の世帯全員の市県民税が非課税
となっている
③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が
879300 円以下である
◆障害年金生活者支援給付金の受給要件
①障害基礎年金を受けている
②前年の所得額が「4621000 円 +扶養親族の
数× 38万円」以下である
◆遺族年金生活者支援給付金の受給要件
①遺族基礎年金を受けている
②前年の所得額が「4621000 円 +扶養親族の
数× 38万円」以下である
　令和 2年度の給付基本額は 5030 円です（障
害年金 1級の受給者は 6288 円）。ただし、老齢
年金生活者支援給付金はその人の保険料納付済
み期間に応じて計算されます。
　請求手続きやお問合せ先は、鳥取年金事務所
か本庁舎 1階 9番年金の窓口まで。

給付金のお問い合わせは
「ねんきんダイヤル」へ
　「私は給付金を受けれるのでしょうか？」「私
の給付金はいくら？」など、年金生活者支援給
付金に関するお問い合わせは、基礎年金番号が
わかるものを用意しておかけください。
■ねんきんダイヤル
　０５７０－０５－１１６５（ナビダイヤル )
受付時間　月　曜　日　8:30 ～ 19:00
　　　　　火～金曜日　8:30 ～ 17:15
　　　　　第２土曜日　9:30 ～ 16:00
※祝日、年末年始は利用できません。

　鳥取年金事務所へ相談に行くときは、電話予
約をお願いします。
■ねんきんダイヤル（予約受付専用電話）
　０５７０－０５－４８９０（ナビダイヤル )

令
和
３
年
１
月
13
日
、
３
月
３
日
（
水
）

13:

30
～
15:

00　

所
さ
わ
や
か
会
館
３
階

第
1
研
修
室　

容
病
気
の
理
解
や
対
応
に

つ
い
て　

対
本
市
在
住
の
精
神
障
が
い
の

あ
る
人
の
家
族

２
階	

税
総
合
窓
口
（
21
番
窓
口
）、
各
総
合

支
所
市
民
福
祉
課　

※
本
人
確
認
の
た
め
、

運
転
免
許
証
な
ど
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。
代

理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

ふ
る
さ
と
の
映
像
を
見
る
会

問	

鳥
取
市
文
化
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

27-

５
１
８
１

	

０
８
５
７-

27-

５
１
５
４

容
ふ
る
さ
と
に
関
す
る
昔
な
つ
か
し
の
映

像
を
上
映　

上
映
予
定
：
鳥
取
大
学
創
立
50

周
年
記
念
番
組	

～
開
か
れ
た
大
学
と
地
域

の
振
興
を
め
ざ
し
て
～
（
平
成
11
年
放
送
）

時
６
月
18
日
（
木
）
10:

00
～
、
14:

00
～

（
午
前
・
午
後
と
も
内
容
は
同
じ
）　

所
鳥

取
市
文
化
セ
ン
タ
ー
２
階
大
会
議
室

料
無
料　

※
事
前
申
込
み
不
要

凡
例
　
時
＝
日
時
　
所
＝
場
所
　
容
＝
内
容
　
対
＝
対
象
　
条
＝
条
件
　
員
＝
定
員
　
数
＝
数
量
　
額
＝
支
給
・
助
成
額
な
ど
　
料
＝
料
金

　
　
　
募
＝
募
集
期
間
・
方
法
　
受
＝
受
付
　
持
＝
持
参
す
る
も
の
　
問
＝
問
い
合
わ
せ
先

情報ひろば  Information Information  情報ひろば
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